
時間：10：00から11：30
寒川ふれあいプラザ
津田公民館　北山分館
辛立文化センター
神前体育館　２階
鴨部ふれあいプラザ
松尾ふれあい会館
みろくふれあい市場内
コミュニティセンター
長尾公民館　前山分館
長尾公民館　第一講座室
辛立文化センター
津田保健センター　２階
小田ふれあいプラザ
鶴羽多目的研修会施設

5月  2日（木）
5月  8日（水）

5月  9日（木）

5月10日（金）
5月13日（月）

5月16日（木）

5月17日（金）
5月23日（木）
5月24日（金）
5月27日（月）
5月28日（火）

時間：13：30から15：00
生涯学習館
志度武道館
造田ふれあいプラザ

5月14日（火）
5月17日（金）
5月20日（月）

時間：10：00から11：30

5月14日（火）
志度公民館
～サポーターさんと一緒に
　　　　　　　楽しみましょう～

時間：13：30から15：00

5月15日（水）
造田ふれあいプラザ
調理実習～レンジで簡単クッキング～
管理栄養士　岡野幸代 氏

5月17日（金）
大川公民館
～フレイル予防体操～
理学療法士　尾野慎弥 氏

こんにちは 「地域包括支援センター」ですこんにちは 「地域包括支援センター」です

　シニア世代の方が、住みなれた地域で、自分らしく元気
で自立した生活が長く送れるように、体操や認知症予防の
レクリエーションを楽しみながら、介護予防ができる教室を
開催しています。（どなたでも自由に参加できます）

いきいき健康教室日程いきいき健康教室日程
○憩いの場および定例会（どなたでも自由に参加できます）
　地元の介護予防サポーターが、身近で楽しく集え
る場として、参加者と一緒に体操や歌、脳トレゲー
ム等を行っています。

介護予防サポーター活動紹介介護予防サポーター活動紹介

元気な

うちから

介護予防
!

　外出や交流の機会が少ない高齢者のお宅を訪問し、笑
顔で楽しい時間を過ごしています。

○お話ボランティア（津田地区）

地元で活動する“介護予防サポーター”をご存知ですか？
　“介護予防サポーター”は、「介護予防・健康づくりを通
して、一緒に楽しい時を築き、人と寄り添い、地域を支える
存在」です。
　地域の皆様からの、お話ボラ
ンティアや出前講座のお申し込
みをお待ちしています！

【問】地域包括支援センター　☎（0879）26-9931

【問・申】さぬき市社会福祉協議会 志度支所　☎（087）894-1542

肩こりや腰痛・膝痛予防の体操や口腔体操、認知症予防に効果のあるレクリエーションなどが学べます。
人数や会場、内容や回数などについて、まずはお気軽にご相談ください。

いきいき健康教室“出前教室”を開催しています。地域の方からのご依頼をお待ちしています！

【問・申】高齢者福祉タクシーについて【長寿介護課】　☎（0879）26-9904　　　障害者福祉タクシーについて【障害福祉課】　☎（0879）26-9903

【問・申】長寿介護課　☎（0879）26-9904

助成内容（高齢者・障害者共通）
　500円券×24枚(12,000円分)｡ただし､身体障害者手帳の1級で慢性透析療法を受ける方は､500円券×48枚(24,000円分)｡
　1回の乗車につき､料金を超えない範囲で使用することができます｡

申請方法および提出先
　長寿介護課､障害福祉課(寒川庁舎)､生活環境課(本庁舎)､津田･大川･長尾出張所にある申請書または市ホームページから申請書を
ダウンロードし､必要事項を記入して直接または郵送でご提出ください｡

注意事項
　助成券を所持している方が複数人同乗する際､1回の乗車に使用できる枚数は､同乗した利用者全員で24枚までです｡介護保険の
訪問介護として利用するタクシー(介護タクシー)に乗車する場合は､助成券は使用できません｡

　外出支援と経済的負担の軽減のため、タクシー利用料金の一部を助成します。
助成対象者（次の要件を全て満たす方）

紙おむつ給付事業

あんしん通報サービス事業 （旧:緊急通報装置給付事業）

【高齢者の方】
　①満80歳以上の方
　②要介護、要支援の認定をお持ちの方
　③対象者本人が市民税非課税の方
　④在宅の方 ※
　※病院に入院していない方､老人ホームや障害者支援施設などに入所していない方　　注)【高齢者】､【障害者】どちらか一方の助成のみとなります｡

高齢者･障害者の方に対するタクシー助成制度について

【障害者の方】
　①身体障害者手帳の1級か2級、精神障害者保健福祉手帳の1級
　　または療育手帳の○の手帳をお持ちの方
　②対象者本人が市民税非課税の方
　③自動車税および軽自動車税の減免を受けていない方　　④在宅の方 ※

A

申請の際に必要なもの
【高齢者福祉タクシー】
　・本人確認ができるもの
　　※代理人の場合は、委任状および代理人の本人確認書類

【障害者福祉タクシー】
　・本人の障害者手帳
　　※代理人の場合は、手帳および委任状、代理人の本人確認書類

助成券の交付方法
<窓口で受領する場合>
　交付決定後に送付する通知書に記載している交付場所までお越しください｡
<郵送で受領する場合>
　令和6年度から受領が郵送でもできるようになりました｡
　交付決定後に通知書および助成券を送付します｡ただし､郵送の場合は､事前に返信用封筒の提出が必要です｡
<返信用封筒の作り方>
･申請者本人の氏名･住所を記入してください｡ タクシー助成券の送付先は､申請者本人に限ります｡
･返信用切手(｢簡易書留｣料金含む)を貼ってください｡
 助成券24枚交付⇒切手490円分　 助成券48枚交付⇒切手560円分　（切手代は変更になる場合があります）

21cm

23.5cm

～

10～12cm

令和６年度から高齢者在宅福祉サービスが変わります

　令和6年度から緊急通報装置給付事業は､｢あんしん通報サービス事業｣と事業名を変更し､サービスの向上を図ります｡
【対象となる方】 【緊急通報装置】 

　65歳以上の高齢者
のうち､一人暮らしや介
護者が不在となる機会
が多い方
※所得要件なし

　給付対象高齢者が属する世帯の市民税の課税状況に応じて、
給付回数が決まります。

　固定型装置(固定電
話回線を利用した装置)
または携帯型装置(利用
者が所有する携帯電話
を使用)
※固定電話や携帯電話
を持っていない方は､携
帯型装置を貸与する
サービスがあります｡

【サービス内容】
　装置を使用して通報
し､受信センター局から
緊急連絡先への連絡や
救急要請を行います｡ 
　月に1回程度､安否確
認の電話連絡をします｡

【利用料】 【サービス内容】
　事業の利用には､申
請手続きが必要です｡ 
詳しくは下記までお問い
合わせください｡

　被保険者の代表の一人として、制度の施行および運営に関して意見を述べていただく委員を募集します。

2名（任期:委嘱日から令和8年5月31日まで）
5月17日（金）まで
県内に住所を有する満75歳以上の方（令和6年4月1日現在）
所定の応募用紙に記入のうえ､香川県後期高齢者医療広域連合へ郵送､FAX､電子メール､または持
参で提出してください｡募集要項および応募用紙は市国保･健康課にあります｡香川県後期高齢者医療
広域連合ホームページからダウンロードすることもできます｡

香川県後期高齢者医療広域連合懇話会委員の募集について

【問】香川県後期高齢者医療広域連合　☎（087）811-1866

募集人員
募集期間
応募資格
応募方法

　装置設置費や利用料
金がかかります｡ 対象者
が属する世帯の市民税
の課税状況に応じて､
負担金額が決まります｡

【令和6年度から】 非課税世帯 → 年4回給付
課税世帯　 → 年2回給付
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高齢者／障害


